
地
域
の
パ
イ
プ
役

４
月
１
日
か
ら

　
「
障
害
者
差
別
解
消
法
」
が
施
行
さ
れ
ま
し
た　

問
合
せ　

町
民
福
祉
課 

福
祉
担
当　

☎
０
４
９
５
（
７
７
）
２
１
１
２

新
し
い
役
員
さ
ん
を
紹
介

　

町
民
の
皆
さ
ん
と
行
政
と

の
パ
イ
プ
役
と
し
て
ご
尽
力

い
た
だ
く
平
成
28
年
度
の
行

政
区
長
さ
ん
、
環
境
衛
生
推

進
委
員
さ
ん
が
決
ま
り
ま
し

た
。
住
み
よ
い
町
・
地
域
づ

く
り
の
た
め
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。（
敬
称
略
）

　

こ
の
法
律
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差

別
の
解
消
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
す

べ
て
の
国
民
が
障
害
の
有
無
に
よ
っ
て
分

け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
人
格

と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る

社
会
を
つ
く
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

法
律
で
は
「
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
の
禁

止
」
と
「
合
理
的
配
慮
の
提
供
」
が
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

不
当
な
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
と
は
？

　

障
害
を
理
由
と
し
て
、
正
当
な
理
由
な

く
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
拒
否
し
た
り
、

制
限
し
た
り
、
ま
た
障
害
の
な
い
人
に
は

付
け
な
い
条
件
を
付
け
た
り
す
る
こ
と
は

不
当
な
差
別
的
取
扱
い
と
な
り
ま
す
。

【
具
体
例
】

障
害
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、

　

○
受
付
の
対
応
を
断
る

　

○ 

施
設
の
利
用
や
習
い
事
の
入
会
を
断
る

　

○
バ
ス
や
タ
ク
シ
ー
の
乗
車
を
断
る

合
理
的
配
慮
の
提
供
と
は
？

　

障
害
の
あ
る
人
か
ら
、
何
ら
か
の
配
慮

や
対
応
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
負
担

に
な
り
過
ぎ
な
い
範
囲
で
合
理
的
な
配
慮

を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

【
具
体
例
】

　

○ 

筆
談
、
文
章
の
読
み
上
げ
、
手
話
な

ど
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
用
い
る

　

○ 
お
金
を
渡
す
際
に
、
紙
幣
と
貨
幣
に

分
け
て
、
種
類
毎
に
直
接
手
に
渡
す

　

○ 

車
椅
子
利
用
者
な
ど
に
対
し
て
、
段

差
の
あ
る
場
所
で
補
助
す
る
（
キ
ャ

ス
タ
ー
上
げ
、携
帯
ス
ロ
ー
プ
な
ど
）

◇ 

障
害
者
差
別
解
消
法
で
は
、
役
所
や
会

社
、
お
店
な
ど
が
、
障
害
の
あ
る
方
に

「
合
理
的
配
慮
を
し
な
い
」
こ
と
も
差

別
と
な
り
ま
す
。
障
害
を
理
由
と
す
る

差
別
を
な
く
し
、
全
て
の
方
が
障
害
へ

の
理
解
を
深
め
、
誰
も
が
暮
ら
し
や
す

い
社
会
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

障害者差別解消法
についての詳しい
内容は、内閣府の
ホームページをご
覧ください。

内閣府ホー
ムページ
（障害を理由とする
差別の解消の推進）
h t t p : / /www8 .
c a o . g o . j p /
shougai/suishin/
sabekai.html
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神川町国保・後期高齢者医療制度に
加入されている方へ

　神川町国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入されている方が、利用契約をしているホテル
や旅館などの保養施設に宿泊する場合に、一年度中１泊に限り宿泊費の一部を助成します。

対象保養施設 県内外の約300施設
対　 象　 者 利用申請日に神川町国保に加入している方

または、利用申請日までに後期高齢者医療制度に加入している方
（ただし国民健康保険税を滞納していない世帯の方）

申 請 場 所 神川町役場　保険健康課
必要なもの：保養施設宿泊利用申込書・保険証
※神泉総合支所でも保険健康課への申込書の取次ぎを行っています。

宿 泊 料 金 保養施設ごとの契約料金
助 成 額 １人　2,000円（ただし３歳未満の子どもは対象外）

利　用　方　法
直接保養施設に予約申込みをしてください。
（その際、埼玉県国民健康保険団体連合会の保養施設宿
泊共同事業を利用する旨を伝え、必ず料金をご確認くだ
さい。）

保険健康課に申込書を提出してください。
（申込書は役場保険健康課、神泉総合支所または町のホー
ムページで配布しています。）

発行される利用券助成券を保養施設に提出してく
ださい。

助成額を除いた宿泊料金を保養
施設でお支払いください。

⬇

⬇

⬇

［冬桜の宿神泉］でも使えます
　家族やお友達とおトクに利用して、楽し
い思い出を作りませんか？
　神川町内では「冬桜の宿神泉」でご利用
になれます。

　その他、全国で343施設、埼玉県内20施設、
群馬県内76施設が利用できます。詳しくは
町のホームページをご覧になるか、保険健
康課までお問い合わせください。

冬桜の宿 神泉
☎０２７４－５２－２１００

82016.５.１9 広報かみかわ５月号

区長会の様子

問合せ　保険健康課　保険担当　☎０４９５－７７－２１１３問合せ 保険健康課 保険担当 ０４９５
保 養 施 設 宿 泊 利 用 助 成


